
令和６年１月に海難審判所で言い渡された裁決が、ホームページに掲載されました（令和６年３月）

海難防止へのインフォメーション （公財）海難審判・船舶事故調査協会

上記事件のうち、海難審判所（東京）と神戸地方海難審判所の裁決２件について、“概要版”を作成しました
公表された裁決書をもとに当協会の責任で編集しましたので、詳細は海難審判所ＨＰでご確認ください

① 漁船Ａ(199ﾄﾝ) 乗揚事件
愛媛県鹿島東方沖合において、東行中のＡ船が浅所に乗り揚げ、破口を生じて沈没し、後に廃船処理された

② 貨物船Ａ(499ﾄﾝ) 漁船B（4.9ﾄﾝ） 衝突事件
兵庫県家島諸島西方沖合において、航行中のＡ船と漁ろうに従事しているＢ船が衝突し、両船にそれぞれ損傷を生じ
た

海難審判裁決書

https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/tokyou/tkR06/5tk003.pdf
https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R06nen/4kb/kbR0601/5kb017.pdf
https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu.htm


《背景》 ・船長は、黒碆（くろばえ）の水上岩から離せば無難に航行できると思った

（公財）海難審判・船舶事故調査協会海難審判所（東京）（令和６年１月言渡）

① 漁船Ａ(199ﾄﾝ) 乗揚事件
（愛媛県鹿島東方沖合において、東行中のＡ船が浅所に乗り揚げ、破口を生じて沈没し、後に廃船処理された ）

海難防止への
インフォメーション

[受審人]            《 懲戒 》 
船  長： 三級海技士（航海） → 業務停止１か月

【海難概要】 愛媛県鹿島東方沖合において、Ａ船(199ﾄﾝ、4人乗組、活魚12ﾄﾝ積載)

は、養殖魚運搬の目的で、宿毛湾の養殖施設を発進し、愛媛県南宇和郡愛南町内泊

沖合の養殖施設（以下「内泊養殖施設」）に向かうに当たり、船長が、同施設へ至るＧ

ＰＳプロッターの航跡が消失していることを知り、鹿島東方約７００メートル沖合の浅所

（以下「鹿島東方浅所」）の拡延状況を把握していなかったものの、鹿島東方沖合を東

行中、同浅所の暗岩に乗揚げ、船体に破口を生じて沈没し、後に廃船処理された

《原因等》 内泊養殖施設に向けて、宿毛湾の養殖施設を発進するに当たり、

船長が：水路調査を十分に行わなかった

船長は、海図を詳しく調査して鹿島東方浅所を避けた針路法を計画するな

ど、水路調査を十分に行うべきであった

＊本裁決は、Ｒ６.１.１９に言い渡されました。
詳細は海難審判所のＨＰでご確認下さい

【発生日時】 令和３年６月９日１０時４５分
【発生場所】 愛媛県鹿島東方沖合
【 死 傷 者】 なし（全員が救助された）
【 損 傷 等】 右舷船首部船底外板に破口等を生じて沈没し、後に廃船処理された 

《参考》
・海図Ｗ１５１（豊後水道）には、鹿島東方浅所が浅い区域を示す水色に着色されて等

深線で囲まれ、同浅所南部の水上岩とその周囲に危険界線が描かれて黒碆の名称

が、同北部に５.３メートルの水深表示がそれぞれ記載されていた

・鹿島東方浅所は、Ａ船に装備されていたレーダーをＧＰＳプロッターの重畳表示に設定

すると、レーダー画面には、黒碆の水上岩とその周囲に赤色の点線が表示されるもの

の、拡大表示にしても同浅所の区域は表示されなかった

・船長は、内泊養殖施設で、たびたび養殖魚を積み込んでおり、海図Ｗ１５１を参照し、

黒碆の水上岩付近が浅所であることは認識していたものの、鹿島東方浅所の拡延状

況を把握せず、鹿島東方沖合をＧＰＳプロッターに残された航跡を頼りに航行していた

https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/tokyou/tkR06/5tk003.pdf
https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/tokyou/tkR06/5tk003hp.pdf


《背景》・二等航海士Ａは、Ｂ船が航行中でＡ船の前路を無難に航過すると思った
・船長Ｂは、漁獲物の選別作業に気を奪われた

（公財）海難審判・船舶事故調査協会神戸地方海難審判所（令和６年１月言渡）

② 貨物船Ａ(499ﾄﾝ) 漁船B（4.9ﾄﾝ）衝突事件
（兵庫県家島諸島西方沖合において、航行中のＡ船と漁ろうに従事しているＢ船が衝突し、両船が損傷した）

海難防止への
インフォメーション

[受審人]                    《 懲戒 》 
(A船) 二等航海士： 四級海技士（航海）  → 業務停止１か月
(B船)  船  長   ： 小型船舶操縦士      → 戒告

【海難概要】 兵庫県家島諸島西方沖合において、Ａ船(499ﾄﾝ、5人乗組、空倉)が航

行中、Ｂ船（4.9ﾄﾝ、1人乗組）が漁ろうに従事していることを示す形象物を表示しない

で4.0ノットの速力でえい網中、Ａ船の船首がＢ船の右舷船首部に衝突し、両船にそれ

ぞれ損傷を生じた

（航法の適用）海上衝突予防法（予防法）第１８条（各種船舶間の航法）が適用される

・衝突地点付近の海域は特別法である海上交通安全法の適用海域であるが、同法に

は本件に適用される航法規定がないことから、一般法である予防法が適用される

・両船は互いに視野の内にあり、Ａ船は航行中の動力船で、Ｂ船は、操縦性能が制限

されるえい網中で、トロールにより漁ろうに従事していることを示す形象物を表示して

いなかったものの、船尾方へ延びるえい網索及び低速力で移動する様子から、Ｂ船

が漁ろうに従事していることが分かる状況であったと認められることから、予防法第１

８条（各種船舶間の航法）が適用される

《原因等》 兵庫県家島諸島西方沖合において、両船が、衝突のおそれがある態勢

で接近する状況となった際、

Ａ船：動静監視不十分で、漁ろうに従事しているＢ船の進路を避けなかった（主因）

二等航海士Ａは、動静監視を十分に行うべきであった

Ｂ船：見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかっ

た（一因）

船長Ｂは、見張りを十分に行うべきであった

【発生日時】 令和４年１０月５日１４時３４分僅か前
【発生場所】 兵庫県家島諸島西方沖合
【 死 傷 者】 なし
【 損 傷 等】 Ａ船：球状船首に擦過傷

Ｂ船：右舷船首部船側外板、同部甲板に亀裂、右舷船首部防舷材に
破損等

＊本裁決は、Ｒ６.１.１７に言い渡されました。
詳細は海難審判所のＨＰでご確認下さい

https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R06nen/4kb/kbR0601/5kb017.pdf
https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R06nen/4kb/kbR0601/5kb017hp.pdf
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